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条

例

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
並
び
に
法

第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
法
第
七
十
三

条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
」
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
「
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八

第
二
項
及
び
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
第
五
項
（
」
に
、
「
及
び
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
並
び
に
法
第

七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
並
び
に
法
第
七
十

二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
五
中
「
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
法
附
則
第
十
一
条

の
四
第
二
項
」
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
二
の
七
中
「
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項
」
に

改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
中
「
附
則
第
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
附
則
第

八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
の
四
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
」

に
、
「
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
九

条
の
三
第
二
項
」
を
「
同
令
附
則
第
九
条
第
二
項
」
に
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
九
条
の
四
」
を
「
附
則
第
九
条
の
二
」
に
、

「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
」
を
「
次
項
第
二
号
及
び
次
条
第
三
項
」

に
、
「
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
」
を
「
除
く
。
同
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
ガ
ソ
リ
ン

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
一
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
自
動

車
税
に
お
け
る
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
令
和
八
年
三
月
三
一
日

ま
で
三
年
延
長
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
一

号
」
に
、
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
」
を
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
こ
の
条
」

を
「
次
項
第
六
号
及
び
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
自
家
用
の

乗
用
車
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
」
に
改
め
、
「
、
当
該
自
動
車
が
令
和

三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和

四
年
度
分
の
種
別
割
に
限
り
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

分
」
に
、
「
第
二
項
の
表
」
を
「
次
の
表
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
平
成
三
十
年
天
然
ガ
ス
車
基

準
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
を
い
う
。
）
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
で
定
め

る
も
の
」
に
改
め
、
「
又
は
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
の
下
に
「
（
同
号
ロ
に
規
定
す
る
平

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
附
則
第
五

条
の
二
第
七
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ

ン
軽
中
量
車
基
準
」
の
下
に
「
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
ⅰ
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年

ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ

ン
軽
中
量
車
基
準
」
の
下
に
「
（
同
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
ⅱ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽

中
量
車
基
準
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下

に
「
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
改

め
、
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
の
下
に
「
（
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
附

則
第
五
条
の
二
第
八
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
平
成
三
十
年

石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
の
下
に
「
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴
ⅰ
に
規
定
す
る
平
成

三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
平
成
十
七
年

石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
の
下
に
「
（
同
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴
ⅱ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石
油

ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
附
則
第
五
条
の
二
第

九
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
」
の
下
に
「
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
の
下

に
「
（
同
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
次
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
附
則
第
五
条
の
二
第
十
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

二
千
円

八
千
五
百
円

二
千
五
百
円

九
千
五
百
円

二
千
五
百
円

一
万
三
千
八
百
円

三
千
五
百
円

一
万
五
千
七
百
円

四
千
円

一
万
七
千
九
百
円

四
千
五
百
円

二
万
五
百
円

五
千
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

六
千
円

二
万
七
千
二
百
円

七
千
円

四
万
七
百
円

一
万
五
百
円

第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
五
千
円

六
千
五
百
円

三
万
五
百
円

八
千
円

三
万
六
千
円

九
千
円

四
万
三
千
五
百
円

一
万
一
千
円

五
万
円

一
万
二
千
五
百
円

五
万
七
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
五
千
五
百
円

一
万
六
千
五
百
円

七
万
五
千
五
百
円

一
万
九
千
円
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八
万
七
千
円

二
万
二
千
円

十
一
万
円

二
万
七
千
五
百
円

第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

二
千
円

九
千
円

二
千
五
百
円

一
万
二
千
円

三
千
円

一
万
五
千
円

四
千
円

一
万
八
千
五
百
円

五
千
円

二
万
二
千
円

五
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
万
九
千
五
百
円

七
千
五
百
円

四
千
七
百
円

千
二
百
円

第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

二
千
円

一
万
一
千
五
百
円

三
千
円

一
万
六
千
円

四
千
円

二
万
五
百
円

五
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

三
万
円

七
千
五
百
円

三
万
五
千
円

九
千
円

四
万
五
百
円

一
万
五
百
円

六
千
三
百
円

千
六
百
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑴

七
千
五
百
円

二
千
円

一
万
五
千
百
円

四
千
円

第
一
項
第
二
号
ハ
⑵

一
万
二
百
円

三
千
円

二
万
六
百
円

五
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑴

一
万
二
千
円

三
千
円

一
万
四
千
五
百
円

四
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
千
五
百
円

二
万
円

五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

六
千
円

二
万
五
千
五
百
円

六
千
五
百
円

二
万
九
千
円

七
千
五
百
円

第
一
項
第
三
号
イ
⑵

二
万
六
千
五
百
円

七
千
円

三
万
二
千
円

八
千
円

三
万
八
千
円

九
千
五
百
円

四
万
四
千
円

一
万
一
千
円

五
万
五
百
円

一
万
三
千
円

五
万
七
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
四
千
円

一
万
六
千
円

第
一
項
第
三
号
ロ

三
万
三
千
円

八
千
五
百
円

四
万
一
千
円

一
万
五
百
円

四
万
九
千
円

一
万
二
千
五
百
円

五
万
七
千
円

一
万
四
千
五
百
円

六
万
五
千
五
百
円

一
万
六
千
五
百
円

七
万
四
千
円

一
万
八
千
五
百
円

八
万
三
千
円

二
万
一
千
円

第
一
項
第
四
号

四
千
五
百
円

千
五
百
円

六
千
円

千
五
百
円

第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

千
円

四
千
七
百
円

千
二
百
円

六
千
三
百
円

千
六
百
円

第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

千
三
百
円

六
千
三
百
円

千
六
百
円

八
千
円

二
千
円
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附
則
第
七
条
第
五
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十

七
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
「
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
三
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の

種
別
割
に
限
り
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、

「
第
三
項
」
を
「
次
」
に
、
「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
附
則
第
五
条
の
二
第

十
一
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
五
条
の
二
第
十
二

項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
五
条
の
二
第
十
三
項
」
を

「
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

第
一
号
イ

七
千
五
百
円

四
千
円

八
千
五
百
円

四
千
五
百
円

九
千
五
百
円

五
千
円

一
万
三
千
八
百
円

七
千
円

一
万
五
千
七
百
円

八
千
円

一
万
七
千
九
百
円

九
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

二
万
七
千
二
百
円

一
万
四
千
円

四
万
七
百
円

二
万
五
百
円

第
四
号
イ

四
千
五
百
円

二
千
五
百
円

附
則
第
七
条
第
六
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
前
各
項
の
」
を
「
前
三
項
の
」
に
、

「
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
本
文
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
本

文
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十

五
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
五

条
第
二
十
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
第
三
号
」
を
「
附

則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
九
項
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
を
「
附

則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
四
項
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
三
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下

「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
五
年
改
正
前
の
地

方
税
法
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方

税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ロ
中
「
同

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税

法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
を
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
に
、
「
法
附
則
第
十
五
条
」
を
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方

税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
第

三
百
四
十
九
条
の
三
」
の
下
に
「
（
第
十
八
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
同
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
五
年
改
正

前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
残
余
財
産
が
確
定
す
る
法
人
の
当
該
残
余
財
産
の
確

定
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
施
行
日
前
に
残
余
財
産
が
確
定
し
た
法
人
の
当
該
残
余
財
産
の
確
定

の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
で
当
該
事
業
年
度
の
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
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下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
申
告
納
付
の
期
間
の
末
日
が
施

行
日
以
後
に
到
来
す
る
も
の
（
以
下
「
経
過
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
残
余
財
産
が
確
定
し
た
法
人
の
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の

日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
経
過
事
業
年
度
を
除
く
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て

課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る

部
分
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

旧
条
例
附
則
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以

下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

旧
条
例
附
則
第
十
四
条
第
八
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内
保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
及
び
日
本
年
金
機
構
」
を
「
、
日
本
年
金
機
構
及
び
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
」
に

改
め
、
「
日
本
年
金
機
構
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
固
定
資
産
で
な
い
こ
と
」
の
下
に
「
、
福
島
国

際
研
究
教
育
機
構
に
あ
つ
て
は
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
以
外
の
者
が
使
用
し
て
い
る
固
定
資
産
で
な

い
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
若
し
く
は
日
本
年
金
機
構
」
を
「
、
日
本
年
金
機
構
若
し
く
は

福
島
国
際
研
究
教
育
機
構
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
八
の
四
第
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を
「
附
則

第
十
一
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
電
気
自
動
車
を
い
う
。
以
下
」
を
「
電
気
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び

附
則
第
十
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
天
然
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
以
下
」
を
「
天
然
ガ
ス
自
動
車
を
い

う
。
次
項
第
二
号
及
び
附
則
第
十
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
電
力
併
用
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
を
内

燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用
自
動
車
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
四
号
中
「
相
当
す
る
率
」

と
あ
る
の
は
「
相
当
す
る
率
に
一
・
一
五
を
乗
じ
た
率
」
と
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
ガ
ソ
リ
ン

自
動
車
を
い
う
。
以
下
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
四
号
及
び
附
則
第
十
三
項
第
一
号

に
お
い
て
」
に
、
「
同
号
」
を
「
条
例
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
を
い

う
。
以
下
」
を
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
。
次
項
第
五
号
及
び
附
則
第
十
三
項
第
二
号
に
お
い
て
」

に
、
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
以
下
」
を
「
次
項
第
六
号
及
び
附
則
第
十
三
項
第
三
号
に
お
い
て
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
十
五
項
中
「
（
第
二
十
八
条
の
十
第
四
号
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

「
同
条
の
」
を
「
第
二
十
八
条
の
十
の
」
に
改
め
、
「
、
当
該
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
自
動
車
税

の
種
別
割
に
限
り
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、

「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、
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「
附
則
第
七
条
第
五
項
の
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
項
の
」
に
、
「
、
第
三
号
、
第
五
号
イ
、
第
六
号

及
び
第
八
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
同
条
第
四
号
中
「
相
当
す
る
率
」
と

あ
る
の
は
「
相
当
す
る
率
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
た
率
（
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の

端
数
金
額
を
五
百
円
と
し
、
五
百
円
を
超
え
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円

と
す
る
。
）
」
と
、
同
条
第
五
号
イ
、
第
六
号
及
び
第
八
号
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
附
則
第

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
附
則
第
七
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
充

電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
」
の
下
に
「
（
条
例
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
充
電

機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
七
条
第
五
項
第
四
号
」

を
「
附
則
第
七
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
附
則
第
七
条
第
五
項
第
五
号
」
を

「
附
則
第
七
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
附
則
第
七
条
第
五
項
第
六
号
」
を
「
附

則
第
七
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
二
項
と
す
る
。

附
則
第
十
六
項
中
「
、
当
該
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
」
を
削
り
、

「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
、
当

該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
六
項
の
」
を

「
附
則
第
七
条
第
三
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
附
則
第
七
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第

七
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
七
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
七
条

第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
七
条
第
六
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
三

項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す
る
。

附
則
第
十
七
項
を
附
則
第
十
四
項
と
す
る
。

附
則
第
十
八
項
中
「
電
力
併
用
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力

併
用
自
動
車
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
の
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
五
項
と
す

る
。附

則
第
十
九
項
を
附
則
第
十
六
項
と
す
る
。

別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
中
「第

２４条
の
４
の
３

」
の
次
に
「、

第
２４条

の
５

」
を
加
え
、
「第

７２条
の
２９第

２
項

」
を
「第

７２条
の
２９第

項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
（
甲
）
()裏
記
載
要
領
１
中

「地
方
税
法

附
則
第
１１条

の
４
第
１
項

心
身
障
害
者
雇
用
施
設
の
取
得
に
対
す
る
減
額

を

附
則
第
５１条

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋

等
の
取
得
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

」

「地
方
税
法

附
則
第
５１条

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋

等
の
取
得
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

」
に

改
め
、
同
様
式
中
記
載
要
領
４
を
削
り
、
記
載
要
領
５
を
記
載
要
領
４
と
し
、
記
載
要
領
６
か
ら
記
載

要
領
１１
ま
で
を
記
載
要
領
５
か
ら
記
載
要
領
１０
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
（
乙
）
()裏
記
載
要
領
１
中

「地
方
税
法

附
則
第
１１条

の
４
第
１
項

心
身
障
害
者
雇
用
施
設
の
取
得
に
対
す
る
減
額

を

附
則
第
５１条

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋

等
の
取
得
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

」

「地
方
税
法

附
則
第
５１条

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋

等
の
取
得
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

」
に

改
め
、
同
様
式
中
記
載
要
領
６
を
削
り
、
記
載
要
領
７
を
記
載
要
領
６
と
し
、
記
載
要
領
８
か
ら
記
載

要
領
１３
ま
で
を
記
載
要
領
７
か
ら
記
載
要
領
１２
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中

「東
京
都
都
税
条
例

第
４８条

の
２

第
４８条

の
４
の
２
第
２
項

第
４８条

の
４
の
３
第
２
項

附
則
第
５
条
の
５
第

項

」
を

地
方
税
法

附
則
第
１１条

の
４
第
２
項

「東
京
都
都
税
条
例

第
４８条

の
２

第
４８条

の
４
の
２
第
２
項

第
４８条

の
４
の
３
第
２
項

附
則
第
５
条
の
５
第

項

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「、

附
則
第
５

条
の
５
第
２
項

」
を
「又

は
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項

」
に
改
め
、
「又

は
地
方
税
法
附
則
第
１１条

の

４
第
２
項

」
を
削
り
、
同
様
式
中
記
載
要
領
３
を
削
り
、
記
載
要
領
４
を
記
載
要
領
３
と
し
、
記
載
要

領
５
を
記
載
要
領
４
と
し
、
記
載
要
領
６
を
記
載
要
領
５
と
す
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
附
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車

税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
別
記
第
三
十

一
号
の
三
様
式
、
第
四
十
一
号
様
式
（
甲
）
、
第
四
十
一
号
様
式
（
乙
）
及
び
第
四
十
四
号
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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